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岩手県事業承継補助金公募要領（第２次公募） 

 

岩手県商工会連合会 

 

１ 事業の目的 

  中小企業庁が公表した２０２３年版中小企業白書・小規模企業白書によると７０

歳以上経営者が増加しており、後継者不足を理由による廃業によってその企業の雇

用やノウハウ・技術、雇用も失われることが危惧されている。 

  特に、岩手県においては、後継者が不在である中小企業者や小規模事業者（以下、

「事業者」という。）の割合が全国平均を上回っていることから、特に早急な後継者

対策が求められている。 

  そこで、岩手県商工会連合会（以下、「商工連」という。）が執行団体として、事

業承継を契機とした新たな取り組み等をする中小企業者や小規模事業者を支援す

ることにより、円滑な事業承継を促進し、地域経済を支える県内事業者の維持及び

発展を目的として、岩手県が制度化した事業承継補助金（以下、「補助金」という。）

の公募を行う。 

 

２ 補助金公募期間 

令和５年９月８日（金）～１０月１７日（火） 

※ 持参の場合は午後５時厳守、郵送の場合は当日消印有効 

※ 留意事項 

   事業者は、公募締切の２週間前までに事前に支援機関へ連絡すること。 

（※詳細は P５の５－（４）参照のこと） 

 

３ 補助金対象者 

次の共通要件の全て及び個別要件に該当する中小企業者 

（１）共通要件 

 ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者※1 又は小規模事業者※2

であること。 

イ みなし大企業※3でないこと。 

 ウ 岩手県税の滞納がないこと。 

 エ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないもので 

あること。 

 オ 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切である

と判断される事業でないこと。（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条において規定される各営業を含む） 

 カ 対象経費が、国（独立行政法人を含む）及び地方自治体の他の補助金、助成金

を活用する事業でないこと。 
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（２）個別要件 

   以下の項目のいずれにも該当すること 

項目 内容 

新たな取組に

関する要件 

補助金の交付を受けようとする会計年度の４月１日時点で、

おおむね６０歳未満の後継者又は後継予定者が中心となっ

て、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販

路開拓によって収益力の向上を図る取り組みであること 

事業承継に関

する要件 

次のいずれかに該当するもの 

ア 後継者（承継済み）の場合 

補助金の交付を受けようとする会計年度の４月１日時点

で事業承継実施後２年以内であること 

イ 後継予定者（承継予定）の場合 

 後継予定者が決まっており、補助金の交付を受けようとす

る会計年度の４月１日時点から３年以内に代表者の交代を

する事業承継計画を有し、株の過半数を引き継ぐ計画として

いること（個人事業主の承継も含む。）。 
 
※1 中小企業基本法に掲げる中小企業者は以下のとおり。 

業種分類 判断基準 

製造業その他 
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人 

卸売業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

小売業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人 

サービス業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

 

※2 小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成

5 年法律第 51 号）の第２条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次に掲げる

区分に応じて定める数以下のもの。 

業種分類 常時使用する従業員の数 

製造業その他 ２０人以下 

商業又はサービス業 ５人以下 

サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業 ２０人以下 

 
※3 次のいずれかに該当する者は「みなし大企業」として本事業の補助対象外となる 

  ア 発行済株式の総数又は出資金額の総数の２分の１以上を同一の大企業※4 が所有している

事業者 

  イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している事業者 
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  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている事業者 

 ※4 大企業とは、中小企業基本法に掲げる中小企業者※3以外の者である。 

    ただし、次に掲げる者は大企業として取り扱わない。 

  ア 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

  イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

 

４ 補助対象事業及び補助対象経費、補助金上限、補助率、補助対象期間 

（１）補助対象事業 

   上記３の要件を満たす事業者の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品

若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓等によって収益力の向

上を図る取組を補助事業対象とする。 

（２）補助対象経費 

  対象となる経費は、次のアからエの全てを満たすもので下記図表の通りとする。

詳細は、別添「岩手県事業承継補助金利用の手引き」に記載の通りとする。 

 ア 使用目的が、本補助事業の実施に必要なものであることが明確であること 

 イ 補助金の交付決定日以降の契約・発注等により支出を行った経費であること 

 ウ 補助対象期間内に納品・実行・支払等が完了している経費であること 

 エ 経費の金額や支払等が証票書類等により確認できること 

（３）補助金上限及び補助率 

   補助金上限は１００万円とし、補助率は２分の１とする 

 

補助金上限 補助率 補助対象経費 

１００万円 
対象経費の 

２分の１ 

原材料費 

産業財産権取得経費 

市場調査・販路開拓費 

備品機械設備等購入費 

施設改修費 

撤去費 

ＩＴ導入費 

研修経費 

外注費 

広報費 

雑役務費 

  ※各対象経費の詳細は、「岩手県事業承継補助金支給規程（別表）」または 

「岩手県補助事業の手引き（15 ページから 20 ページ）」を参照すること 

 

（４）補助対象期間 

   補助対象期間は、事業採択日の属する年度の２月末日までとし、補助事業に係

る全ての支払いを完了し、補助事業を終了すること。 
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   なお、令和５年度は、令和６年２月２９日（木）までとする。 

 

５ 申請手続き 

（１）公募期間 

   令和５年９月８日（金）～１０月１７日（火）午後５時厳守 

                     ※郵送の場合は当日消印有効 

（２）提出書類 

申請にあたり提出する書類等は、下記の表の通りである。様式は、岩手県商工

会連合会のホームページからダウンロードをすること。 

 

申請者全員提出書類 

事業計画申請書（支給規定応募様式第１号） 

事業実施計画書（支給規定応募様式第１号別紙） 

事業収支予算書（支給規定応募様式第１号別紙） 

補助対象経費の見積書等 

申請直近２期分の決算書の写し 

個人の場合：青色申告収支決算書、または収支内訳書（白色申告の場合） 

法人の場合：貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書（製造業）、 

販管費明細、株主資本等移動計算書 

県税納税証明書（全項目に滞納がない旨の証明、写し可） 

反社会的勢力排除に関する誓約書 

個人の場合の提出書類 住民票（申請時経営者のもの、個人番号の表示がないもの、写しでも可） 

 事業承継前 事業承継予定の場合は、支援機関が確認した事業承継計画書の写し 

 事業承継後 
事業承継を終えている場合は、先代の廃業届および後継者の開業届の写

しなど、事業承継の事実が確認できるもの 

法人の場合の提出書類 履歴事項全部証明書（写しでも可） 

 事業承継前 事業承継予定の場合は、支援機関が確認した事業承継計画書の写し 

 事業承継後 
事業承継を終えている場合は、代表者変更登記済みの履歴事項全部証明

書など、事業承継の事実が確認できるもの 

※企業の概要がわかるもの（パンフレット等）がある場合は提出してください。 

※申請書類の代表者名は、申請時点の代表者としてください。 

※令和５年４月１日時点で経営者が後継者に交代していない場合は、申請時点で経営者が交 

代している場合でも事業承継計画の提出が必要になります。 

 

 

●岩手県商工会連合会ホームページ 

https://www.shokokai.com/   
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（３）提出先等 

 ア 提出先 

   〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目３－８ 

   岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当あて 

 イ 提出方法 

提出書類を郵送または持参すること。 

 ウ 提出部数 

   各提出書類 １部 

 エ 留意事項 

  ① 提出された申請書類の返却は行わない。 

  ② 申請書類等に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）に従い適切に管理し、本事業の目的以外には使用しない。 

  ③ 申請に要する費用は、申請を行う事業者の負担とする。 

  ④ 同一の事業者による申請は１件までとする。 

（４）申請の流れ 

 ア 支援機関での確認 

   事業者は、公募締切の２週間前までに事前に支援機関へ連絡すること。 

また、公募締切の原則１０日前までに申請書（応募様式第１号及び別紙）及び

提出書類（以下、「申請書類」とする。）を、下記（５）に示す支援機関へ持参す

ること。 

支援機関では、申請書および申請書類を確認し支援機関確認欄に記載を行う。 

   なお、確認の結果、支援機関では修正や追記等を指示することがある。 

イ 申請書類の提出 

事業者は、支援機関の確認を受けた申請書類を公募期間中に商工連に郵送また

は持参により提出すること。 

 ウ 留意事項 

  ① 支援機関の確認が完了していない申請書類を提出した場合、審査対象外とす

る。 

  ② 支援機関では、事業者に対して申請書類の確認の他、申請書類の作成支援、

採択され場合の実行支援、精算支援までの一連の伴走支援を行う。 

  ③ 事業者は、申請書類の作成にあたり検討やブラッシュアップのために支援機

関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えないが、必ず申請者自身で作

成すること。 

また、申請書類に記載した事業計画の実行に責任を持って取り組むこと。 

（５）支援機関 

ア 商工団体 

 ・商工会議所 

   盛岡、花巻、北上、奥州、一関、大船渡、釜石、宮古、久慈 

 ・商工会 
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   遠野、陸前高田、二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石、葛巻町、岩手町、 

   紫波町、矢巾町、西和賀、前沢、金ケ崎町、平泉、住田町、大槌、山田町、 

   岩泉、田野畑村、普代、軽米町、洋野町、野田村、九戸村、一戸町 

イ その他の支援機関 

   下記に挙げる支援機関から継続的に支援を受けている場合には、計画策定支援 

及び計画の確認等の伴走支援を受けることも可能である。 

  ・岩手県中小企業団体中央会 

  ・公益財団法人いわて産業振興センター（岩手県よろず支援拠点） 

  ・県内銀行 

岩手銀行、北日本銀行、東北銀行 

  ・県内信用金庫 

盛岡信用金庫、宮古信用金庫、一関信用金庫、北上信用金庫、花巻信用金庫、 

水沢信用金庫 

  ・日本政策金融公庫（盛岡支店、一関支店、八戸支店） 

  ・岩手県信用保証協会 

 

６ 審査 

（１）審査方法 

   審査方法は必要に応じて審査委員会を開催し、審査を行う。 

審査委員会は、専門家や学識経験者等を審査委員として、原則、後継者又は後

継予定者が事業計画の説明を行う。 

補助事業は、審査委員会において審査基準により審査され、予算の範囲内で採

択される。 

（２）開催日程 

 日程調整の上、商工連から申請を行った事業者に対して審査委員会の開催日程

の通知を行う。（開催日程は１０月下旬頃を予定） 

（３）審査基準 

   本補助金の審査基準は、次の通りである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）留意事項 

 ア 審査基準を念頭においた、申請書類及びプレゼンテーション資料の作成を行う

・新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓により、 
収益力の向上を図る事業であること。 

・事業計画の実現可能性が高いこと。 
・事業費が適切に算定されていること。 
・後継者又は後継予定者が事業主体であり、被後継者の支援が得られること。 
・後継予定者の場合、事業承継の実現性 
・地域経済への貢献性（地域の雇用の維持や拡大、需要の増加等） 



7 
 

こと。 

 イ 審査委員会を開催する場合は、審査委員会に出席し、プレゼンテーションを行

うこと。出席できない場合は、原則、要件不備となり不採択となる。 

ウ 支援機関の審査委員会への同席は認めるが、オブザーバー出席とする。 

 

７ 審査後の手続き 

（１）審査結果 

   審査結果は、申請した事業者全員に通知するとともに、商工連のホームページ

で採択事業者名およびテーマについて公表する。 

   なお、審査の結果（不採択の理由等）に関する問い合わせには応じない。 

（２）交付申請 

補助金が採択となった事業者は、速やかに補助金交付申請書（様式第１号）を

関係書類とともに商工連に提出すること。 

   また、審査委員会の結果によっては、事業内容や収支計画、経費等について修

正が必要となる場合がある。 

（３）交付決定 

   商工連は、提出された補助金交付申請書（様式第１号）について、支給が適当

と認められる場合は、交付決定通知書（様式第２号）を申請した事業者に通知す

る。 

（４）交付申請の取下げ 

   補助金の交付決定を受けた事業者は、支給決定の内容等に不服があるときは、

交付決定の日から１５日以内に補助金交付申請取下書を商工連に提出し承認を

得ることで、交付申請の取下げをすることができる。 

（５）交付決定後の手続き等 

交付決定後、事業者は補助事業の遂行に当たり、以下の事項について、商工連

に申請、報告等が必要となる。 

ア 事業内容の変更 

  事業内容の変更を希望する場合は、事前に支援機関からの確認を受けたうえで、

商工連へ変更等承認申請書（様式第４号）を提出し、承認を得ること。 

 イ 事業内容の中止・廃止 

補助事業を中止する場合は、事前に支援機関からの確認を受けたうえ、商工連

へ補助事業の中止（廃止）申請書（様式第５号）を提出し、承認を得ること。 

 ウ 事業の遅延報告 

   補助事業が終了予定日までに完了することができないと見込まれるときは、事

前に支援機関からの確認を受けたうえで、商工連へ支給対象事業遅延報告（様式

第６号）を提出し、指示を受けること。 

   ただし、支給対象事業期間完了日を越えて、事業完了予定日を延期することは

できない。 

 エ 遂行状況報告 
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事業開始年度の１１月３０日時点の事業の補助事業の遂行状況について遂行

状況報告書（様式第７号）を事前に支援機関から確認を受けたうえ、１２月１４

日までに商工連へ提出すること。ただし、１１月３０日までに事業が完了してい

た場合は提出不要である。 

 オ 実績報告 

   補助事業が完了したときは、完了日から起算して３０日を経過する日又は補助

対象期間の末日から１０日以内のいずれか早い日までに実績報告書（様式第８号）

を事前に支援機関からの確認を受けたうえで、商工連へ提出すること。 

   また、実績報告書を提出する際、補助事業における消費税及び地方消費税の仕

入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額を減

額して報告すること。 

   なお、補助事業期間中に、補助事業の実施結果の事業化等によって収益が生じ

たときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある。 

カ 補助金額の確定 

   商工連は、提出された実績報告書（様式第８号）について、必要な検査を行い、

実績が交付決定を行った内容等に適合すると認められる場合は、補助金額の確定

通知書（様式第９号）を申請した事業者に通知する。 

キ 補助金の請求 

事業者は、補助金額の確定通知書に基づき、事業承継補助金請求書（様式第１

０号）を商工連へ速やかに提出すること。 

 ク 補助金の支給 

商工連は、提出された事業承継補助金請求書（様式第１０号）に基づき、事業

承継補助金を、請求した事業者へ支給する。 

ケ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う事業承継補助金の返

還 

  事業者は、事業承継補助金の確定後に消費税及び地方消費税の申告により事業

承継補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に

は、消費税額等の額の確定に伴う報告書（様式第１１号）により、速やかに商工

連へ報告しなければならない。 

  商工連は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額の全額又は一部の返還を事業者に命ずる。 

ただし、確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が実績報告書にお

いて減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を上回らない場合は、報

告は不要である。 

コ 財産の管理・処分等 

   補助事業により取得した５０万円（税抜き）以上の財産、効用の増加した財産

がある場合、取得財産管理台帳（様式第１２号別表）による管理するとともに実

績報告時に商工連へ提出すること。 

なお、それら財産の処分等を行う際には、財産等の処分承認申請書（様式第１
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２号）を商工連に提出し、事前に承認を得ること。 

 サ 産業財産権等に関する 

   補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権、商標権等を補助事

業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、もしくは実施権等を設

定した場合には、遅滞なく産業財産権等取得等届出書（様式第１３号）を商工連

に提出すること。 

（６）事業終了後の手続き 

   実施効果報告 

   事業者は、事業終了後も５年間（事業承継が完了していない場合は、最長 10 年

間）、毎会計年度終了後６０日以内に実施効果報告書（様式第１４号）を商工連に

提出すること。 

（７）その他 

   商工連は、事業者の円滑な補助事業の遂行や事業承継に必要と認められる場合 

は、専門家派遣を通じた伴走支援を行う。派遣する専門家は、商工連の経営技術

強化支援事業の登録専門家とし、派遣方法は商工連の専門家派遣制度に準ずるも

のとする。 

 

８ 補助事業を実施する事業者の義務 

（１）補助事業の会計処理 

ア 補助事業の経理処理に当たっては、補助金交付の対象となる経費を明確に区分

して処理すること 

イ 補助事業の帳票類は、本業の帳票類とは別管理し、見積書・発注書・納品書・

請求書・領収書等を揃えて整備する必要がある。通常の経理処理や業務管理とは

異なる場合があるので、十分に留意すること。 

ウ 事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類を、事業完了年度の翌年度

から起算して５年間保存すること。 

 エ 補助対象経費の支払は原則、銀行振込とする。（手形、小切手、相殺による精算

は認められない。）現金でなければ支払えないやむを得ない事情で支払う場合は、

領収書、現金出納帳もしくは通帳などで確認できるようにすること。 

 オ クレジットカードによる支払を行った場合は、領収書、カード会社発行の「カ

ードご利用明細書」、クレジットカード決済口座の通帳の写しを保存すること。 

 カ 補助対象経費に消費税が含まれているかどうか領収書に明記すること。消費税

額（消費税及び地方消費税）分は補助対象外となるので、補助対象経費と混入し

ないようにすること。 

（２）証拠書類等の整理 

ア 補助対象事業、補助対象経費ごとに、取引手続順に整理して、ファイルするこ

と。 

イ 納品書、請求書等証拠書類等の確認ができない経費については、補助対象とす

ることができない 
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（３）現地調査等 

 遂行状況報告書、実績報告書の提出後には、商工連は必要に応じて、帳簿書類

その他の物件を検査し、関係者に質問等を行うため事務所、事業所等への現地調

査に入ることがある。また、補助事業終了後にも実地検査に入ることがある。 

（４）県内中小企業への優先的な発注（努力義務） 

 補助事業の実施に当たっては、県内に事業所を有する中小企業への発注に努め

ること。 

９ 事業の適正な遂行のための留意事項 

（１）支給規程・手引きを精読する 

   補助事業は、「岩手県事業承継補助金支給規程」（以下、「支給規程」という。）

及び「岩手県事業承継補助金の手引き（以下、「手引き」という。）に従って実施

する必要があるので、本要領と併せて、支給規程及び手引きを必ず精読すること。 

（２）不正・不当な行為の禁止 

ア 補助金は税金で賄われていることから、事業者は適正に事業を実施する必要が

ある。不正・不当な行為はしないようにすること 

イ 事業者が支給規程等に違反する行為等（他の用途への無断流用、虚偽の報告な

ど）をした場合には、補助金交付決定の取消・返還命令等を行う。 

（３）計画的な資金繰り 

ア 補助金は事業完了後の精算払いとなる。 

イ 支払を受けるまでは、全て自己資金・借入金等により事業を実施することが必

要である。そのため、資金調達方法を金融機関等とよく話し合い、計画的な資金

計画を立てる必要がある。 

（４）事業開始は原則「交付決定日」以降に、事業完了は「終了予定日」までに 

 ア 補助金の対象となるのは「交付決定通知」があった日以降に行う事業となる。

それ以前に着手（発注等）した経費は対象外となる。ただし、申請時に使用した

見積書が適切で、有効期限が切れていなければ、その時の仕様書及び見積書は有

効とする。 

 イ 交付申請書に記載された「終了予定日」（遅延報告の申請を行った場合には、遅

延報告書に記載のある「終了予定日」。）までに、支払行為を含む全ての事業を完

了させること。終了予定日を過ぎて支払われた経費は、補助対象外となる。また、

補助対象期間を過ぎて支払われた経費も補助対象外となる。 
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10 事業スケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和５年１０月１７日（火） 補助金申請締切 

令和５年１０月下旬頃 補助金審査委員会 

令和５年１１月上旬頃～ 

補助金採択又は不採択の通知 

交付申請書の提出 

順次交付決定 

交付決定日～ 

令和６年２月末日 

補助対象事業の実施  （２月末日までに） 

遂行状況報告   （１２月１４日までに） 

支援機関及び商工連による伴走支援（随時） 

補助事業終了後～ 

    令和６年３月上旬 
補助事業実績報告 

令和６年３月中旬～下旬 完了確認 

事業承継補助金支給 

 

11 問い合わせ先 

   

 

 

 

 

 

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目３－８ 

岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当 

電 話 019-622-4165  Ｅメール shinko@shokokai.com 

ＵＲＬ https://www.shokokai.com/  


